
 京都市斜面地等における建築物等の制限に関する条例施行規則等の一部を改正する規則

を公布する。 

  令和元年６月２５日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市規則第   号 

   京都市斜面地等における建築物等の制限に関する条例施行規則等の一部を改正 

する規則 

（京都市斜面地等における建築物等の制限に関する条例施行規則の一部改正） 

第１条 京都市斜面地等における建築物等の制限に関する条例施行規則の一部を次のよう

に改正する。 

  別記様式注以外の部分中 

「        

 延

べ

面

積 

 申 請 部 分 申請以外の部分 合 計  

を 

 敷 地 面 積 平方メートル 平方メートル 平方メートル  

 建 築 面 積 平方メートル 平方メートル 平方メートル  

 建 築 物 全 体 平方メートル 平方メートル 平方メートル  

 地階の住宅の部分 平方メートル 平方メートル 平方メートル  

 共同住宅の共用の

廊下等の部分 
平方メートル 平方メートル 平方メートル 

 

 自動車車庫等の部

分 
平方メートル 平方メートル 平方メートル 

 

 延 べ 面 積 平方メートル 平方メートル 平方メートル  

      」  

「        

  申 請 部 分 申請以外の部分 合 計  

に 

 敷 地 面 積 平方メートル 平方メートル 平方メートル  

 建 築 面 積 平方メートル 平方メートル 平方メートル  

 延

べ

面

積 

建 築 物 全 体 平方メートル 平方メートル 平方メートル  

 容積率の算定の基

礎となる延べ面積 
平方メートル 平方メートル 平方メートル 

 

      
」 

 

１６



 

 改め，同様式注４を次のように改める。 

  ４ 容積率の算定の基礎となる延べ面積の欄は，建築基準法第５２条第３項及び第６

項並びに建築基準法施行令第２条第１項第４号及び同条第３項の規定により算定し

た面積を記入してください。 

（京都市京北区域内における建築物の制限に関する条例施行規則の一部改正） 

第２条 京都市京北区域内における建築物の制限に関する条例施行規則の一部を次のよう

に改正する。 

  別記様式注以外の部分中 

「       
 建 築 物 全 体 平方メートル 平方メートル 平方メートル   

 地階の住宅の部分 平方メートル 平方メートル 平方メートル  

を 
 共同住宅の共用の廊

下等の部分 
平方メートル 平方メートル 平方メートル 

 

 自動車車庫等の部分 平方メートル 平方メートル 平方メートル  

     」 
「       
 建 築 物 全 体 平方メートル 平方メートル 平方メートル  に 

     」 
 改め，同様式注中６を７とし，５を６とし，４を５とし，３の次に次のように加える。 

  ４ 容積率の算定の基礎となる延べ面積の欄は，建築基準法第５２条第３項及び第６

項並びに建築基準法施行令第２条第１項第４号及び同条第３項の規定により算定し

た面積を記入してください。 

（京都市細街路にのみ接する建築物の制限等に関する条例施行規則の一部改正） 

第３条 京都市細街路にのみ接する建築物の制限等に関する条例施行規則の一部を次のよ

うに改正する。 

  第１号様式注以外の部分中 

「       
 地階の住宅の部分 平方メートル 平方メートル 平方メートル  

を 

 共同住宅の共用の廊

下等の部分 
平方メートル 平方メートル 平方メートル 

 

 自動車車庫等の部分 平方メートル 平方メートル 平方メートル  

 延 べ 面 積 平方メートル 平方メートル 平方メートル  

     」 



 

「       
 容積率の算定の基礎

となる延べ面積 
平方メートル 平方メートル 平方メートル 

 に 

     
」 

 改め，同様式注中６を７とし，５を６とし，４を５とし，３の次に次のように加える。 

  ４ 容積率の算定の基礎となる延べ面積の欄は，建築基準法第５２条第３項及び第６

項並びに建築基準法施行令第２条第１項第４号及び同条第３項の規定により算定し

た面積を記入してください。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 従前の様式による用紙は，市長が認めるものに限り，当分の間，これを使用すること

ができる。 

（都市計画局建築指導部建築指導課） 

に


